
相模原市相続無料相談会
相続のご相談を検討されている方は、この機会にお気軽にご来場ください。当日のご来場も受付いたします。（事前予約優先）
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相続登記をしないとどうなる？

不動産を相続した場合、その相続を知ったとき
から3年以内に相続登記の申請をしなければ、
10万円以下の過料の適用対象となります！

過料の適用対象に！

相続登記を放っておくと、相続人がどんどん増
え続け、遺産分割や戸籍収集が困難になり、取
り返しのつかない事態に！

権利関係が複雑になる

登記が済んでいない不動産は、自分の所有物だ
と証明できるものがないため、いざ「売却しよ
う！」と思っても取引ができません！

不動産が売却できない

■司法書士／森川 和明（東京司法書士会所属）

■税理士／本間 康弘（東京税理士会所属）

■弁護士／内田 崇彦（東京弁護士会所属）

このようなお困りごとはないですか？ このような疑問はないですか？
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●JR横浜線「相模原駅」南口から
　神奈川中央交通バス利用「市民会館前」下車すぐ

0120-480-777 WEB予約はコチラから
予約枠には限りがございます。
希望日時を選択しご予約ください。

神奈川県相模原市中央区中央3-13-15　

月開催
日時 日



円満相続
相談
グループ

お問い合わせ・ご予約 

0120-480-777
相談会当日ご都合が合わない場合も、後日個別で相談可能です

事前
予約制

不動産はお金と違い分けにくい財産です。相続人が
揉めないように遺言や売却、家族信託の活用など、
最良の方法を実績多数の専門家がご提案します。
不動産を相続した側の方のご相談も承ります。お困
りごとがあれば後回しにせず早めにご相談ください。

不動産問題

不動産を含めた
財産の相続を
円滑に行いたい。

遺言書をご自身で書く際は注意が必要です。亡く
なった後、ご遺族の方が困らない手続きや書き方
についてご相談ください。また、今話題の家族信
託についてもご相談可能です。
家族信託に精通した専門家がお話を伺いますの
で、お気軽にご来場ください。

生前贈与は相続前にご自身の財産を贈与する
ことをいい、相続争いの防止や相続税対策の有
効な手段の一つです。
どのような生前贈与が適切か、ご状況に合わせ
て丁寧にお答えいたします。

あなたはどのようなことでお悩みですか?

遺言書／家族信託

生前贈与

●有効な遺言書を作りたい
●今話題の家族信託について知りたい

●今すぐにできる相続対策が知りたい
●資産を子供に贈りたい

遺産分割に関する話し合いは非常にデリケートな
問題です。今回の相談会では弁護士が依頼者様
にとって、最適な解決方法をご提案します。
「遺産問題でご家族と揉めている」「遺留分って
何？」という方は是非ご相談ください。

遺産分割・遺留分

生前の贈与と
相続の違いは？
贈与の方法を知りたい。

●相続が開始された後に何から手を付ければいいの？
●いつまでにやらないといけないの？

●相続税の試算をして、今後に備えたい
●納税資金を確保するには？

相続手続き

どういうルールになったの？ 2024年1月以降の贈与から生前贈与加算の対象が死亡日前の3年間から7年間に延長。また、相続時精算課税に年110万円控除の新制度も導入されました。　

贈与税の申告は難しいの？ 2022年度、申告漏れや、誤った申告をした割合はなんと93.9%！ペナルティとして追徴課税が掛かることも…そうならないためにも、専門家に相談して円滑な贈与計画を考えてみませんか？
※令和4年度における相続税の調査等の状況（国税庁）

ご存じですか？ の生前贈与生前贈与 税制改正!税制改正!注目ニュース注目ニュース

●不動産のことで相続人が揉めないようにしたい
●相続方法のアドバイスがほしい

私は資産家ではないから、相続税は関係ないと
思っていませんか？相続税の問題はどのご家庭
でも起こりえます。
相続税のシミュレーションや納税資金確保など
将来に備えたお手伝いをさせていただいており
ますので、是非ご相談ください。

相続税申告
相続税が将来いくらくらい
かかるか知りたい。
納税資金の確保について
アドバイスがほしい。

【受付時間】9:30～19:00（土日祝は18:00迄） ※土日祝もお気軽にお電話ください森川司法書士事務所 東京都町田市原町田1-6-24 メゾンラフィーネ603

本間康弘税理士事務所 東京都杉並区梅里2-40-16 ビラージュ白井2F

成和パートナーズ法律事務所 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル501

相続手続きって
何から手を付ければ
いいのかわからない。

相続が開始されると名義変更・登記・相続税申告・
役所への各種手続きが必要になってきます。
また、期限のあるものや煩雑な手続きが必要なもの
もあります。お悩みの方はこの機会に専門家へご相
談ください。
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相続登記
不動産の相続を
知ってから3年
以内に相続登記
をしなければ、
10万円以下の過料
が科されることも！

●遺言書の内容に偏りがあり納得がいかない
●自分に遺産の取り分があるか知りたい


